
【見本１－①】



※（＊１）～（＊１３）の説明は、【見本１－②】を見て参考にしてください。



【見本１－②】

※（＊１）～（＊１３）の説明

（＊１）「遺言書（いごんしょ、ゆいごんしょ）」と書くこと

で、誰が見ても「これは遺言」とわかります。

（＊２）遺言する方の名前を書きます。名前は、戸籍にのっ

ている文字で正しく書きます。ペンネームなど本名と

違う名前で書いたり、省略した文字で書いたりしない

ようにしましょう。

（＊３）「相続させる」という言葉は、遺言者にとっての「相

続人」だけに使えます。例（＊６）や（＊７）は、遺

言者法務太郎にとって「相続人」ではないので、「遺贈

（いぞう）する」という言葉を使っています。

（＊４）不動産の書き方は、例にあるとおり「登記されてい

る」内容にしましょう。遺言者が亡くなった後、この

遺言書で名義の書換えをしますが、書いた内容が不十

分又は間違っていた場合、この遺言書が登記で使えな

いことがあります。また、全部書くのがたいへんな場

合には、「登記事項証明書（登記簿謄本）」や「登記済

証（登記識別情報通知）」のコピーなどを使います。

（＊５）「別紙１のとおり」は、上の（＊４）のまた書きの場

合と同じで、預金通帳のコピーを使っている例です。

なお、例（＊７）のように「銀行名（支店名）」、「口座

の種類、番号」を書いてもよいでしょう。

（＊６）上記（＊３）を参照してください。

（＊７）お世話になった法人に遺言者の預金を遺贈する例で

す。この場合、受け取る法人の住所や名前は、登記さ

れているものと同じにするようにしてください。また、

遺言を書く前にこの法人に対して、「遺贈する」ことを

伝え、了解をもらっておくとよいでしょう。



（＊８）これは、遺言者が亡くなった後、お墓やお仏壇の管

理などを任せたいときの例です。

（＊９）遺言執行者を指定すると、遺言者が亡くなった後、

遺言書に書かれた内容をスムーズに手続することがで

きます。指定しない場合には、遺言者の相続人全員で

手続をする必要があります。

（＊ 10）「付言（ふげん）」は、書くのは自由です。また、書
かれていても法律的には何も効果はありませんが、残

された人たちが遺言者の気持ちを読むことができます。

（＊ 11）日付は、遺言書を全部書いてから入れるようにしま
しょう。また、必ず年月日でなければならず、「吉日」

とか「大安日」とかは使えませんし、年・月・日のど

れかが欠けていると遺言が無効になります。

（＊ 12）遺言者が誰かを特定するために必要な事項です。絶
対に「氏名」と「印」は必要ですが、例にある「住所」

や「生年月日」はなくてもかまいません。しかし、法

務局や銀行などで遺言書を使う場合には、「住所」と「生

年月日」があるほうがよいでしょう。なお、「印」は認

印でも実印でもよいですが、いわゆる「シャチハタ」

は使わない方がよいでしょう。

（＊ 13）遺言書の「第４条」に訂正があった場合の例です（９
９９⇒８５６）。

訂正は、まず、訂正する文字「９９９」を二重線で

消し、加えるのであれば、挿入記号を使って加える文

字「８５６」をその上に書きます。そして、「印」を

その訂正したところに押します。その後、訂正した場

所と訂正した字数を余白に書き、署名します。訂正の

方法が正しくないと、訂正したところが無効になる場

合があります。



【見本２－①】

※（＊１）～（＊８）の説明は、【見本２－②】を見て参考にしてください。



【見本２－①】



【見本２－②】

※（＊１）～（＊８）の説明

（＊１）「遺言書（いごんしょ、ゆいごんしょ）」と書くこと

で、誰が見ても「これは遺言」とわかります。

（＊２）遺言する方の名前を書きます。名前は、戸籍にのっ

ている文字で正しく書きます。ペンネームなど本名と

違う名前で書いたり、省略した文字で書いたりしない

ようにしましょう。

（＊３）「全財産」とは、遺言者が亡くなったときに有してい

た一切の財産（＝プラスの財産、マイナスの財産）に

なります。

（＊４）「相続させる」という言葉は、遺言者にとっての「相

続人」だけに使えます。「相続人でない者」には、「遺

贈（いぞう）する」という言葉を使いましょう。

（＊５）遺言執行者を指定すると、遺言者が亡くなった後、

遺言書に書かれた内容をスムーズに手続することがで

きます。指定しない場合には、遺言者の相続人全員で

手続をする必要があります。

（＊６）この文は「予備的遺言」といいます。この文がない

と、遺言者より先に又は同時に例にある第１条の「妻」

が亡くなり、遺言書の書換えなどをせずに遺言者が亡

くなった場合、この遺言書自体が無意味となります。

（＊７）日付は、遺言書を全部書いてから入れるようにしま

しょう。また、必ず年月日でなければならず、「吉日」

とか「大安日」とかは使えませんし、年・月・日のど

れかが欠けていると遺言が無効になります。

（＊８）遺言者が誰かを特定するために必要な事項です。絶

対に「氏名」と「印」は必要ですが、例にある「住所」

や「生年月日」はなくてもかまいません。しかし、法



務局や銀行などで遺言書を使う場合には、「住所」と「生

年月日」があるほうがよいでしょう。なお、「印」は認

印でも実印でもよいですが、いわゆる「シャチハタ」

は使わない方がよいでしょう。
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